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平成２８年 ５月 １７日

都道府県医師会

　

介護保険担当理事

　　

殿

日本医師会常任理事

　

鈴 木

　

邦 彦

平成２８年熊本地震に伴う指定居宅サービス事業者等の

指定に係る有効期間の延長等について

　

「平成２８年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の

指定に関する政令」 （平成２８年政令第２１３号）が本年５月２日付けで公布され、同日から施

行されたことにより、 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に

関する法律」 （平成８年法律第８５号） の規定の一部が平成２８年熊本地震による災害に適用

されることとなりました。

　

これに伴い、熊本地震の被災者等の行政上の権利利益を回復または保全するためその期間

の満了日を延長するなどの措置が講じられることになり、 介護保険の関係では、 指定居宅サ

ービス事業者等の指定の有効期間を延長し、その満了日を本年９月３０日とする措置が講じら

れました。

権利利益を回復または保全するためその期間の満了日が延長されるものは下記①～⑪のと

おりです。

①指定居宅サービス事業者の指定 ②指定地域密着型サービス事業者の指定 ③指定居宅介護

支援事業者の指定 ④指定介護老人福祉施設の指定 ⑥指定介護予防サービス事業者の指定

⑥指定地域密着型予防サービス事業者の指定 ⑦指定介護予防支援事業者の指定 ⑧介護支援

専門員証の有効期間 ⑨介護老人保健施設の許可 ⑩第１号事業に係る指定事業者の指定 ⑪指

定介護療養型医療施設の指定

　

また、 法令に基づき本年４月１４日から本年７月２８日までの間に履行期限が到来する義務

が今般の地震により履行されなかった場合において、当該義務が本年７月２９日までに履行さ

れたときには、 当該義務が履行されなかったことについて、 行政上および刑事上の責任 （過



料に係るものを含む） は問われないこととされております。

つきましては、 貴会におかれましても本内容をご了知いただき、 傘下の郡市区医師会及び

会員へご周知賜りたく、 よろしくお願い申し上げます。

（添付資料）

・特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第３条第２項の規

定に基づき同条第１項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成２８年９

月３０日とする措置を指定する件について

（平２８．５．１３

　

事務連絡

　

厚生労働省老健局振興課）
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平 成 ２８ 年 ５月 １ ３ 日

公益社団法人

　

日本医師会

　

御中

厚生労働省老健局振興課

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第３条第２

項の規定に基づき同条第１項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日

を平成２８年９月３０日とする措置を指定する件について

　

平成２８年熊本地震による災害に関し、その被災者等の行政上の権利利益を回復又は保

全するためその期間の満了日を延長するなどの措置が講じられることとなり、介護保険の

関係では、指定居宅サービス事業者等の指定の有効期間等が延長されることとなりました。

　

これを受け、 介護保険関係法令の運用における留意点について、 都道府県知事宛てに通

知を発出しております（別添参照）。
貴会におかれましては、 同内容について、 貴会会員に確実に周知いただきますよう、 お

願い申し上げます。



老発０

　

５ １ ３第２号

平成２８年５月１３日

各都道府県知事殿

厚生労働省老健局長

　

（公

　

印

　

省

　

略）

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第３条

第２項の規定に基づき同条第１項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の

満了日を平成２８年９月３ ０日とする措置を指定する件について

　

「平成２８年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき

措置の指定に関する政令」（平成２８年政令第２１３号） が、 別添１のとおり、 平成２８

年５月 ２日付けで公布され、 同日から施行されたことにより、「特定非常災害の被害者の

権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」（平成８年法律第８５号。以下「法」

という。 別添２を参照。） の規定の一部が、 平成２８年熊本地震による災害に適用される

こととなった。

　

具体的には、 法第２条第１項の特定非常災害として平成２８年熊本地震による災害が

指定され、その被災者等について、行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満

了日の延長や、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除等の措置が

行われるものである。

　

これを受けて、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関

する法律第３条第２項の規定に基づき同条第１項の特定権利利益に係る期間の延長に関

し当該延長後の満了日を平成２８年９月 ３ ０日とする措置を指定する件」（平成２８年厚

生労働省告示第２２１号。 以下 「告示」 という。） が、 別添３のとおり、 平成２８年５月

６日付けで告示された。

　

この告示は平成２８年熊本地震に際し、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号） が

適用された市町村の区域 （以下 「特定被災区域」 という。） 内において、 介護保険法第４

１条第１項本文の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定等について、 有効期間を

延長し、 その満了日を平成２８年９月 ３０日とするものである。

　

これらに伴う介護保険に関する法令の運用における留意点等は下記のとおりであるの

で、 御了知の上、 管内市町村、 関係団体、 関係機関等にその周知徹底を図るとともに、
その運用に遺憾のないようにされたい。

記

　

１



第１

　

行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長について

１

　

告示により有効期間等の満了日を延長した権利利益のうち、介護保険法（平成９年

法律第１２３号） の規定に基づくものは、 次のとおりである。
① 指定居宅サービス事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。）

　

（第４１条第１項本文）

② 指定地域密着型サービス事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係るもの

　　

に限る。） （第４２条の２第１項本文）

③ 指定居宅介護支援事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。）

　

（第４６条第１項）

④ 指定介護老人福祉施設の指定（特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。）

　　

（第４８条第１項第１号）

⑤ 指定介護予防サービス事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係るものに

　　

限る。） （第５３条第１項本文）

⑥ 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に

　

係るものに限る。）（第５４条の２第１項本文）

⑦ 指定介護予防支援事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。）

　

（第５８条第１項）

⑧ 介護支援専門員証の有効期間 （第６９条の７第１項）

⑨ 介護老人保健施設の許可 （特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。）

　　

（第９４条第１項）

⑱ 第１号事業に係る指定事業者の指定 （特定被災区域内に在る事業所に係るものに

　

限る。） （第１１５条の４５の３第１項）

⑪ 指定介護療養型医療施設の指定（特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。）

　　

（健康保険法等の一部を改正する法律 （平成１８年法律第８３号） 附則第１３０

　

条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規

　　

定による改正前の介護保険法第４８条第１項第３号）

２

　

１の①から⑪までに掲げる指定等について更新の申請があった場合には、 延長後

の有効期間を前提として更新の手続を行うこととなり、 原則として、 更新後の有効

期間は、 平成２８年１０月１日から起算することとなる。 告示の適用日前に更新の

申請がなされた指定等 （その有効期間が平成２８年４月１４日から平成２８年９月

　

３ ０日までの間に満了するものに限る。） であって、 処分がなされていないものにつ

いても同様である。

３

　

告示により指定された措置のほか、法第３条第１項に規定する行政庁又は行政機関

は、平成２８年熊本地震による災害の被害者であって、理由を記した書面によりその

特定権利利益（法第３条第１項参照）に係る満了日の延長の申出を行ったものについ

　　　　　　　　　　　　　　

２



て、平成２８年９月 ３０日までの期日を指定してその満了日を延長することができる

（法第３条第３項）。

第２

　

法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除について

　

法令に基づき平成２８年４月１４日から平成２８年７月２８日までの間に履行期限

が到来する義務が平成２８年熊本地震により履行されなかった場合において、 当該義

務が平成２８年７月２９日までに履行されたときには、 当該義務が履行されなかった

　

ことについて、 行政上及び刑事上の責任 （過料に係るものを含む。） は問われない （法

第４条第２項）。

３
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く
は
当
該
非
常
災
害
に
係
る
応
急

　

仮
設
住
宅
の
入
居
者
の
居
住
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
非
常
災
害
を

　

特
定
非
常
災
害
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
令
に
は
、
当
該
特
定
非
常
災
害
が
発
生
し
た
日
を
特
定
非
常
災
害

　

発
生
日
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

　

前
項
の
政
令
に
お
い
て
は
、
次
条
以
下
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
当
該
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
指

　

定
の
後
、
新
た
に
そ
の
余
の
措
置
を
適
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
を
政
令
で
追
加
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
措
置
）

第
三
条

　

次
に
掲
げ
る
権
利
利
益

（以
下

「特
定
権
利
利
益
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
律
、
政
令
又
は
内
閣
府
設
置
法

（平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

　

七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
四
項

（宮
内
庁
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若

　

し
く
は
国
家
行
政
組
織
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
の
命
令
若
し
く
は
内
閣
府
設
置
法
第
七
条

　

第
五
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
六
項
若
し
く
は
宮
内
庁
法
第
八
条
第
五
項
若
し
く
は
国
家
行
政
組
織
法
第
十
四
条
第
一
項
の
告
示

（以
下

「法
令
」
と
い

　

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
所
管
す
る
国
の
行
政
機
関

（内
閣
府
、
宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
機



関
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
長

（当
該
国
の
行
政
機
関
が
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
委
員
会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
員
会
）
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害

者
の
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
満
了
前
で
あ
る
も
の
を
保
全
し
、
又
は
当
該
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
既
に
満
了
し
た

も
の
を
回
復
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

　

（以
下

「延
長
期
日
」
と
い
う
。
）
を
限
度
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一

　

法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の
処
分

（特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
前
に
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
権
利
そ
の
他
の
利
益
で
あ
っ
て
、
そ

　

の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
満
了
す
る
も
の

一一

　

法
令
に
基
づ
き
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
を
当
該
行
為
に
係
る
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関

（国
の
行
政
機
関
及
び
こ
れ
ら
に
置

　

か
れ
る
機
関
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
限
る
。
）
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に

　

満
了
す
る
も
の

２

　

前
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
は
、
告
示
に
よ
り
、
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定
権
利
利
益
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
、
地
域
を
単
位
と

し
て
、
当
該
措
置
の
対
象
者
及
び
当
該
措
置
に
よ
る
延
長
後
の
満
了
日
を
指
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
の
ほ
か
、
同
項
第
一
号
の
行
政
庁
又
は
同
項
第
二
号
の
行
政
機
関

（次
項
に
お
い
て

「行
政
庁
等
」
と
い
う
。
）
は

、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
定
権
利
利
益
に
つ
い
て
保
全
又
は
回
復
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
満
了
日
の
延
長
の

申
出
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
延
長
期
日
ま
で
の
期
日
を
指
定
し
て
そ
の
満
了
日
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

　

延
長
期
日
が
定
め
ら
れ
た
後
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
満
了
日
の
延
長
の
措
置
を
延
長
期
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
行
政
庁
等
は
、
同
項
又
は
前
項
の
例
に
準
じ
、
特
定
権
利
利
益
の
根
拠
と
な

る
法
令
の
条
項
ご
と
に
新
た
に
政
令
で
定
め
る
日
を
限
度
と
し
て
、
当
該
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
更
に
延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

　

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
権
利
利
益
に
係
る
期
間
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
他
の

法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（期
限
内
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
義
務
に
係
る
免
責
に
関
す
る
措
置
）

第
四
条

　

特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
履
行
期
限
が
到
来
す
る
義
務

（以
下

「特
定
義
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
特
定
非
常



災
害
に
よ
り
当
該
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
不
履
行
に
係
る
行
政
上
及
び
刑
事
上
の
責
任

（過
料
に
係
る

も
の
を
含
む
。
以
下
単
に

「責
任
」
と
い
う
。
）
が
問
わ
れ
る
こ
と
を
猶
予
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て

四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る
期
限

（以
下

「免
責
期
限
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

　

免
責
期
限
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
履
行
期
限
が
到
来
す
る
特
定
義
務
が
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
ま

　

で
に
履
行
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
特
定
義
務
が
特
定
非
常
災
害
に
よ
り
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
責
任
は
問
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

３

　

免
責
期
限
が
定
め
ら
れ
た
後
、
前
二
項
に
定
め
る
免
責
の
措
置
を
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
特
定
義
務
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
、
新
た
に
、
当
該
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る

期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

　

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
義
務
が
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

　

に
つ
い
て
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（債
務
超
過
を
理
由
と
す
る
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）

第
五
条

　

特
定
非
常
災
害
に
よ
り
そ
の
財
産
を
も
っ
て
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
法
人
に
対
し
て
は
、
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
政
令

　

で
こ
の
条
に
定
め
る
措
置
を
指
定
す
る
も
の
の
施
行
の
日
以
後
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

　

日
ま
で
の
間
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
法
人
が
、
清
算
中
で
あ
る
場
合
、
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

　

又
は
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

　

裁
判
所
は
、
法
人
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
法
人
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を

　

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
決
定
を
留
保
す
る
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

　

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
法
人
が
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
他
同
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
べ
き
第
一

　

項
に
規
定
す
る
事
情
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
そ
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

　

第
一
項
本
文
の
法
人
の
理
事
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
は
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
他
の
法
律
の
規

　

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
法
人
に
つ
い
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。



　

（相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）

第
六
条

　

相
続
人

（次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
）
が
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
に
お
い
て
、
特
定
非
常
災
害
に
よ
り
多

数
の
住
民
が
避
難
し
、
又
は
住
所
を
移
転
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
地
区
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
住
所
を
有
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
民
法

　

（明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
百
十
五
条
第
一
項
の
期
間

（こ
の
期
間
が
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
伸
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
伸
長
さ
れ
た
期
間
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
末
日
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
当
該
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
に
到
来
す
る
と
き
は
、
同
項
の
期
間
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
伸
長
す
る
。

　

一

　

相
続
人
が
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
し
な
い
で
死
亡
し
た
場
合

　

そ
の
者
の
相
続
人

　

二

　

相
続
人

（前
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
者
）
が
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
場
合

　

そ
の
法
定
代
理
人

　　

（民
事
調
停
法

に
よ
る
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）

第
七
条

　

特
定
非
常
災
害
に
よ
り
借
地
借
家
関
係
そ
の
他
の
民
事
上
の
法
律
関
係
に
著
し
い
混
乱
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
区
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

　

に
特
定
非
常
災
害
発
生
日
に
お
い
て
住
所
、
居
所
、
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
て
い
た
者
が
、
当
該
特
定
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
に

　

つ
き
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
当
該
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
、
民

　

事
調
停
法

に
よ
る
調
停
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
条
第
一
項

　

の
規
定
に

　

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
申
立
て
の
手
数
料
を
納
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　　

（建
築
基
準
法

　

に
よ
る
応
急
仮
設
住
宅
の
存
続
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）

第
八
条

　

特
定
非
常
災
害
に
よ
り
借
地
借
家
関
係
そ
の
他
の
民
事
上
の
法
律
関
係
に
著
し
い
混
乱
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
区
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

　

に
特
定
非
常
災
害
発
生
日
に
お
い
て
住
所
、
居
所
、
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
て
い
た
者
が
、
当
該
特
定
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
に

　

つ
き
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
当
該
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
、
民

　

事
調
停
法
に
よ
る
調
停
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か

　

か
わ
ら
ず
、
そ
の
申
立
て
の
手
数
料
を
納
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　　

（景
観
法
に
よ
る
応
急
仮
設
住
宅
の
存
続
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）

第
九
条

　

市
町
村
長
は
、
景
観
法
第
七
十
七
条
第
一
項

　

の
非
常
災
害
又
は
同
条
第
二
項

　

の
災
害
が
特
定
非
常
災
害
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
被
災
者
の
住
宅



の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
住
宅
が
不
足
す
る
た
め
同
条
第
四
項

に
規
定
す
る
期
間
を
超
え
て
当
該
被
災
者
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
応
急
仮

設
建
築
物
で
あ
る
住
宅
を
存
続
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
を
存
続
さ
せ
て
も
良
好
な
景
観
の
形
成
に
著
し
い
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同

項

　

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
更
に
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
同
項

　

の
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
延
長
に
係
る
期
間
が
満

了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
更
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

○
内
閣
府
設
置
法

（平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）

（抄
）

　

（内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
）

第
七
条

　

（略
）

２

　

（略
）

３

　

内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
府
に
係
る
主
任
の
行
政
事
務
に
つ
い
て
、
法
律
若
し
く
は
政
令
を
施
行
す
る
た
め
、
又
は
法
律
若
し
く
は
政
令
の
特
別
の
委
任

　

に
基
づ
い
て
、
内
閣
府
の
命
令
と
し
て
内
閣
府
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

　

（略
）

５

　

内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
公
示
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
告
示
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

．
７

　

（略
）

　

（設
置
）

第
四
十
九
条

　

内
閣
府
に
は
、
そ
の
外
局
と
し
て
、
委
員
会
及
び
庁
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

　

法
律
で
国
務
大
臣
を
も
っ
て
そ
の
長
に
充
て
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
前
項
の
委
員
会
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
委
員
会
又
は
庁

　

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

　

（略
）

　

（長
の
権
限
等
）

第
五
十
八
条

　

（略
）

２

．
３

　

（略
）



４

　

各
委
員
会
及
び
各
庁
の
長
官
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
及
び
内
閣
府
令
以
外
の
規
則
そ
の
他
の
特
別
の
命
令
を
自
ら
発
す
る
こ
と
が
で

　

き
しる
。

５

　

（略
）

６

　

各
委
員
会
及
び
各
庁
の
長
官
は
、
そ
の
機
関
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
公
示
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
告
示
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

．
８

　

（略
）

○
宮
内
庁
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）

（抄
）

第
八
条

　

（略
）

２
～
４

　

（略
）

５

　　

長
官
は
、
宮
内
庁
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
公
示
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
告
示
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

・
７

　

（
略

）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

第
十
八
条

　

内
閣
府
設
置
法

（平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
の
規
定
は
宮
内
庁
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
八
条
第
四
項

　　　

◆

　

の
規
定
は
長
官
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

　

（略
）

○
国
家
行
政
組
織
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）

（抄
）

　

（行
政
機
関
の
設
置
、
廃
止
、
任
務
及
び
所
掌
事
務
）

第
三
条

　

（略
）

２

　

行
政
組
織
の
た
め
置
か
れ
る
国
の
行
政
機
関
は
、
省
、
委
員
会
及
び
庁
と
し
、
そ
の
設
置
及
び
廃
止
は
、
別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

・
４

　

（略
）

第
十
二
条

　

各
省
大
臣
は
、
主
任
の
行
政
事
務
に
つ
い
て
、
法
律
若
し
く
は
政
令
を
施
行
す
る
た
め
、
又
は
法
律
若
し
く
は
政
令
の
特
別
の
委
任
に
基
づ
い
て

　

、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
機
関
の
命
令
と
し
て
省
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

．
３

　

（略
）

第
十
三
条

　

各
委
員
会
及
び
各
庁
の
長
官
は
、
別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
及
び
省
令
以
外
の
規
則
そ
の
他
の
特
別
の
命
令
を
自
ら
発
す
る
こ

　

と
が
で
き
る
。

２

　

（略
）

第
十
四
条

　

各
省
大
臣
、
各
委
員
会
及
び
各
庁
の
長
官
は
、
そ
の
機
関
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
公
示
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
告
示
を
発
す
る
こ

　

と
が
で
き
る
。

２

　

（略
）

○
民
法

（明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

（抄
）

（相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
）

第
九
百
十
五
条

　

相
続
人
は
、
自
己
の
た
め
に
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
三
箇
月
以
内
に
、
相
続
に
つ
い
て
、
単
純
若
し
く
は
限
定
の
承

　　　

ー

　

認
又
は
放
棄
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
っ
て
、
家
庭
裁
判
所
に
お
い
て
伸
長
す
る
こ
と

　　

ィ

　

が
で
き
る
。

２

　

（略
）
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内
に
お
い
て
経
営
さ
れ
る
旅
館
業
に
係
る
も
の
に
限
る
Ｊ

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
の
許
可
（特
定
被
災

区
域
内
に
在
る
営
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

食
品
衛
生
法
（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
三
条
第
一項
の

規
定
に
基
づ
く
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の
承
認

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る

製
造
所
又
は
加
工
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相

談
支
援
事
業
者
の
指
定

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限

る
。）

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
障
害
児
入
所
給
付
費

の
入
所
給
付
決
定

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指

定

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
障
害
児
通
所
給

付
費
等
の
通
所
給
付
決
定

児
童
福
祉
法
第
二
十
一条
の
五
の
三
第
一項
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援

事
業
者
の
指
定

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
Ｊ

児
童
福
祉
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
四
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
養
育
里
親
名
簿
へ
の
登
録

職
業
安
定
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
の

許
可

職
業
安
定
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
有
料
の
職
業
紹
介
事
業
の
許
可

健
康
保
険
法
（大
正
十
一年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一号
の

規
定
に
基
づ
く
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定

（平
成
二
十
八
年
熊
本

地
震
に
際
し
、
災
害
救
助
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ

れ
た
市
町
村
の
区
域

（以
下

「特
定
被
災
区
域
」
と
い
う
。）内
に
在
る
保
険
医

療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

対
象
と
な
る
特
定
権
利
利
益

特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て

経
営
さ
れ
る
旅
館
業
を
承
継

す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

又
は
加
工
所
を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
の
障
害
児

入
所
施
設
の
開
設
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者
（平
成

二
十
八
年
五
月
十
三
日
ま
で

に
当
該
許
可
の
有
効
期
間
が

満
了
す
る
者
を
除
く
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者

（平
成

二
十
八
年
五
月
十
三
日
ま
で

に
当
該
許
可
の
有
効
期
間
が

満
了
す
る
者
を
除
く
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
保
険
医

療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
有

す
る
者 対

　　

象

　　

者

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
一
号

　

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（平
成
八
年
法
律
第
八

十
五
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
特
定
権
利
利
益
に
係
る
期
間
の
延
長
に
関
し
当
該
延
長

後
の
満
了
日
を
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
と
す
る
措
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

　

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日

厚
生
労
働
大
臣

　

塩
崎

恭
久

報１

　　

平成２８年５月 ６ 日

　

金曜日 官 （号外特第２６号） 匪回



（号外特第２６号）平成２８年５月６日

　

金曜日

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
六
第
一項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
高
度

管
理
医
療
機
器
等
に
係
る
登
録
認
証
機
関
の
登
録

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る

事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
Ｊ

鰻
糟
艇
離
護
衛
三
条
の
二
の
四
第
ー項
の
規
定
基
づ
く
医
療

鵬綴闘雌縦禰端鰯蝉鰯溝紺陀織物業伽藍鰯－（糊鋤鯛順鴎躯酌艇粧械

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
器

又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る

事
務
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
三
条
の
三
第
一項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
等
外

国
製
造
業
者
の
認
定

懸
駿
鎚
鞭
篭
塵
鵜
義
伽鰹
謹
厳
額
細索
鱗

被
災
区
域
内
に
在
る
製
造
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
二
条
第
一項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
（体
外
診

断
用
医
薬
品
を
除
く
Ｊ
、医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
（特

定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
務
所
に
係
る
も
の
に
限
る
Ｊ

蹴蝋弼即獅圏鰹締憾卿蜘獅細断醐轍敬脚臓蛸贈伽蝋繊嚇慮欄謝棚肺

区
域
内
に
在
る
薬
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

く
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
報
奨
金
の
支
給

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

く
報
奨
金
の
支
給

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
の
支
給

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
支
給

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

（昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
十
条
第

一項
の
規
定
に
基
づ
く
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神

壇
瞳
嬢
精
製
謡
鰯
縦
鯛鱈
鰯
嬢
鞭
嬢
醒
諾

業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
若
し
く
は
輸
入
業
又
は
販
売
業
の

登
録

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
製
造
所
若
し
く
は
営
業
所
又
は
店
舗
に
係
る

も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て

登
録
認
証
機
関
の
登
録
の
申

請
を
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
そ
の
製

造
す
る
医
療
機
器
等
の
製
造

販
売
業
者
の
主
た
る
事
務
所

が
在
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
務
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
そ
の
製

造
す
る
医
薬
品
等
の
製
造
販

売
業
者
の
主
た
る
事
務
所
が

在
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
務
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
薬
局
を

有
す
る
者

熊
本
県
に
主
た
る
事
務
所
を

有
す
る
者

熊
本
県
に
主
た
る
事
務
所
を

有
す
る
者

熊
本
県
に
主
た
る
事
務
所
を

有
す
る
者

熊
本
県
に
主
た
る
事
務
所
を

有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
向
精
神

薬
営
業
所
を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

若
し
く
は
営
業
所
又
は
店
舗

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す

る
法
律

（昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「労
働
者
派
遣
法
」と
い
う
Ｊ

第
五
条
第
一項
の
規
定
に
基
づ
く
労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（昭
和
四
十
五
年
法
律

第
二
十
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
に
お
け
る
衛
生

的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
事
業
の
登
録

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
営
業
所
に

係
る
も
の
に
限
る
。）

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
六
十

一
号
）
第
三
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
の
裁
定

の
請
求

班鎌姉廓潮鞠砂洲融溝欄於棚卸随嚇叶顕勧槻擬靴纏め鰍網継唖瞭贈

る
。）

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
器
の

修
理
業
の
許
可

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
高
度
管
理
医
療

機
器
等
の
販
売
業
又
は
貸
与
業
の
許
可

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
営
業
所
に

係
る
も
の
に
限
る
。）

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
の
販
売

業

（配
置
販
売
業
に
限
る
。）
の
許
可

（特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る

業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
の
販
売

機
ル
ー鑓
鵬
猟
現
業
を
除
く
。）の
許
可
（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
店
舗
に
係
る

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
生

医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定

障麟舗躯鯨磯期鰐職啄許叶這鞭靭碇射【岬肝頃卿硯縦獄薦め鰍網総

の
に
限
る
。）

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
医

療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
務
所
に
係
る

も
の
に
限
る
Ｊ

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な

運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働

者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
二
十
七
年
法
律
第
七

十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
派

遣
法
第
五
条
第
一項
の
許
可

を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
者
で
あ
っ
て
、
特
定
被
災

区
域
内
に
主
た
る
事
務
所
を

有
す
る
も
の

（平
成
二
十
八

年
七
月
十
四
日
ま
で
に
当
該

許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
者
に
係
る
同
項
の
許

可
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る

者
を
除
く
Ｊ

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

瀦
碇
轍馴
都域
内
に事業
所

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

欝縦轍制
旭綱川
にお
いて

特
定
被
災
区
域
内
に
店
舗
を

有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
そ
の
製

造
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の

製
造
販
売
業
者
の
主
た
る
事

務
所
が
在
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
務
所

を
有
す
る
者

ｒ
，
１；
ｔ
Ｅ
こ
－
－
－
：
，
鴇
士
＜
関
す
る
法
律

昭^
和
二
十
五
年
法
律
第
百

　

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

　

を
有
す
る
者

帳
の
交
付

２報官



（号外特第２６号）３

　　

平成２８年５月 ６日

　

金曜日

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
一
般

相
談
支
援
事
業
者
の
指
定

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に

限
る
Ｊ

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
相
談
支

援
給
付
費
等
の
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定

障
害
者
総
合
支
援
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉

紬
韻靴親榊蝶鰭織
部硝繍
碓糖崎
岐眺碗端
の指定
（特
定被災区域内
に

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

（平

成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

「障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。）第

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
給
付
費
等
の
支
給
決
定

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）

附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
四
十
八

嫌
後
塵
総
鰹
護
附
議
謀
顎
篭
医療
施
設
の指
定
（特

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一項
の
規
定
に
基
づ
く
第
一号
事

業
に
係
る
指
定
事
業
者
の
指
定

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も

の
に
限
る
。）

動議鰍織機鰯醐射棚珠機を顧伽誠館獣濃耐は励磁常人保健施設の許

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
支
援
専
門
員
証

の
交
付

介
護
保
険
法
第
五
十
八
条
第
一項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業

者
の
指
定

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

介
護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に

係
る
も
の
に
限
る
Ｊ

介
護
保
険
法
第
五
十
三
条
第
一項
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
の
指
定

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限

る
。）

介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
老
人
福

祉
施
設
の
指
定

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
Ｊ

介
護
保
険
法
第
四
十
六
条
第
一項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
の
指
定

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
Ｊ

介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

（特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の

に
限
る
。）

　

保
険
法
（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
÷
条
第
÷
項
序
文
の

規
定
に
基
ｄ
く
指
定
居
宅
サ
十
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

（特
定
被
災
区
域
内
に
在

る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
Ｊ

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

随欝
路
謡
漣
雛

の
開
設
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
の
介
護
療

養
型
医
療
施
設
の
開
設
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
の
介
護
老

人
保
健
施
設
の
開
設
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者
及
び
特
定
被
災

唖鰯恥胸粥猶部嫡獅期限

員
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
の
介
護
老

人
福
祉
施
設
の
開
設
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人

　

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
＾
平
成
六
年

生
省
令
第
六
Ｈ
三
号
）
第
十
三
条
第
一項
の
規
定
に
基
づ
く
自
立
支
度
金
の

支
給
の
申
請

　

÷

　

－

　　

÷

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

（平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十

号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
医
療
費
の
支
給
認
定

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
、第
十
二
条
第
一
項
、

第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
追
加
給
付
金
、
定
期
検
査
費
、
母
子
感
染
防
止
医
療
費
、
世
帯
内
感
染
防
止

医
療
費
又
は
定
期
検
査
手
当
の
支
給
の
請
求

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
以
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型

肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
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対象となる特定権利利益 概要 担当課

①指定居宅サービス事業者

の指定の有効期間の延長

平成２８年４月１４日から平成２８年９月２９日までの間に有効期

限が満了する指定居宅サービス事業者の指定（特定被災区域内に在

る事業所に係るものに限る。） について、 その有効期間を延長する。

老健局振興課
内線：３９ ３７

直通：３５ ９ ５ 一 ２ ８ ８ ９

②指定地域密着型サービス

事業者の指定の有効期間の

延長

平成２８年４月１４日から平成２８年９月２９日までの間に有効期

限が満了する指定地域密着型サービス事業者の指定（特定被災区域

内に在る事業所に係るものに限る。） について、 その有効期間を延長

する。

老健局振興課
内線：３９３７

直通：３５９ ５ 一 ２ ８ ８９

③指定居宅介護支援事業者

の指定の有効期間の延長

平成２８年４月１４日から平成２８年９月２９日までの間に有効期

限が満了する指定居宅介護支援事業者の指定（特定被災区域内に在

る事業所に係るものに限る。） について、 その有効期間を延長する。

老健局振興課
内線：３９３７

直通：３５ ９５ 一 ２８８ ９

④指定介護老人福祉施設の

指定の有効期間の延長

平成２８年４月１４日から平成２８年９月２９日までの間に有効期

限が満了する指定介護老人福祉施設（特定被災区域内に在る施設に

係るものに限る。） の指定について、 その有効期間を延長する。

老健局高齢者支援課
内線：３９７１

直通：３５９ ５ 一 ２ ８ ８８

⑤指定介護予防サービス事

業者の指定の有効期間の延

長

平成２８年４月１４日から平成２８年９月２９日までの間に有効期

限が満了する指定介護予防サービス事業者の指定（特定被災区域内

に在る事業所に係るものに限る。） について、 その有効期間を延長す

る。

老健局振興課
内線：３９３７

直通：３５９５ 一 ２８８９

⑥指定地域密着型介護予防
サービス事業者の指定の有

効期間の延長

平成２８年４月１４日から平成２８年９月２９日までの間に有効期

限が満了する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定（特定

被災区域内に在る事業所に係るものに限る。） について、 その有効期

間を延長する。

老健局振興課
内線：３９３７

直通：３５ ９ ５ 一 ２ ８ ８ ９

⑦指定介護予防支援事業者

の指定の有効期間の延長

平成２８年４月１４日から平成２８年９月２９日までの間に有効期

限が満了する指定介護予防支援事業者の指定（特定被災区域内に在

る事業所に係るものに限る。） について、 その有効期間を延長する。

老健局振興課
内線：３９３ ７

直通：３５ ９ ５ 一 ２ ８ ８９



⑧介護支援専門員証の有効

期間の延長

平成２８年４月１４日から平成２８年９月２９日までの間に有効期

限が満了する介護支援専門員証について、特定被災区域内に居住地

を有する者又は特定被災区域を包括する都道府県の知事から介護支

援専門員の登録を受けている者に係るものについては、 その有効期

間を延長する。

老健局振興課
内線：３９３７

直通：３５９ ５一 ２ ８ ８ ９

⑨介護老人保健施設の許可

の有効期間の延長

平成２８年４月１４日から平成２８年９月２９日までの間に有効期

限が満了する介護老人保健施設の許可 （特定被災区域内に在る施設

に係るものに限る。） について、 その有効期間を延長する。

老健局老人保健課

内線：３９ ４ ９

直通：３５ ９ ５ 一 ２ ４ ９ ０

⑲第１号事業に係る指定事

業者の指定の有効期間の延

長

平成２８年４月１４日から平成２８年９月２９日までの間に有効期

限が満了する第１号事業に係る指定事業者の指定（特定被災区域内

に在る事業所に係るものに限る。） について、 その有効期間を延長す

る。

老健局振興課
内線：３９ ３７

直通：３５ ９ ５ ■ ２ ８ ８９

⑰指定介護療養型医療施設

の指定の有効期間の延長

平成２８年４月１４日から平成２８年９月２９日までの間に有効期

限が満了する指定介護療養型医療施設（特定被災区域内に在る施設

に係るものに限る。） の指定について、 その有効期間を延長する。

老健局老人保健課
内線：３９ ４ ９

直通：３５ ９５ 一 ２４ ９０


